
１ 　 介護予防・ フ レ イ ル予防と 社会参加の推進

実績 実績 実績 評定

事項１
６ 区市町村
（ 令和５ 年
度ま で）

3区市 4区市
別紙
7-1
7-2

事項２

62区市町村
で各１ 人

以上
（ 令和５ 年
度ま で）

29区市町 30区市町
別紙
7-1
7-3

事項３
７ 区市町村
（ 令和５ 年
度ま で）

３ 区市 ２ 市
別紙
7-4

目標設定する
に至っ た

現状と 課題

○　 東京はすでに超高齢社会に突入し 、 「 人生100年時代」 が到来する と 言われる 中、 高齢期において、 元気で心豊かに
　 暮ら すには、 健康な状態を よ り 長く 維持する こ と が重要
○　 そのためには、 一人ひと り が介護予防・ フ レ イ ル予防に取り 組むと と も に、 社会と つながり 、 外出や人と の交流の
　 機会を 持ち続ける こ と が大切
○　 ま た、 いく つになっ ても 生き がい・ 役割を 持っ て生活でき る 地域づく り や、 高齢者が自ら の希望に応じ て働き 、 経験
　 を 生かし ながら 活躍でき る 環境が求めら れる

＜自己評価＞
・ 豊島区、 町田市、 八王子市を モデ
ル区市町村と し て事業を 実施

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 取組を 推進する

( 前年添付)

参考
資料

ビ ジョ ン
・ 目標

参考指標
（ アウ ト カ ム

指標）

　 フ レ イ ル予防の観点から 、 通いの場の機能強
化に取り 組む区市町村に対し 、 多様な予防プロ
グラ ムの展開を 支援

（ 関連する 取組）
・ 介護予防・ フ レ イ ル予防推進支援
　 センタ ー設置事業
　 ［ 介護予防・ フ レ イ ル予防支援強化事業］

　 通いの場等の介護予防活動の拡大や、 フ レ イ
ル予防の観点での機能強化等を 推進する 「 介護
予防・ フ レ イ ル予防推進員」 を 配置する 区市町
村を 支援

（ 関連する 取組）
・ 介護予防・ フ レ イ ル予防推進員配置事業
　 ［ 介護予防・ フ レ イ ル予防支援強化事業］

　 短期集中予防サービ ス に先駆的に取り 組む区
市町村に対し 、 定期的な訪問や助言等によ る 一
定期間の支援を 実施

（ 関連する 取組）
・ 短期集中予防サービ ス 強化支援事業

・ 健康寿命
・ 生き がいを 感じ る 人の率
・ 週１ 回以上活動に参加し ている 人の率

自己評価と
今後の課題・ 対応策

＜自己評価＞
・ 令和4年度30区市町と 昨年度から 実
施区市町村数は増加し ている

＜今後の取組方針＞
・ 実施区市町村の好事例を 収集し 、
引き 続き 取組を 推進する

自己評価と
評定のポイ ント

令和５ 年度

＜自己評価＞
・ 葛飾区、 府中市、 国分寺市におけ
る 多様な予防プロ グラ ムの展開を 支
援し 、 おおむね順調に実施

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 取組を 推進する

＜自己評価＞
・ 中野区、 板橋区、 練馬区、 清瀬市
における 多様な予防プロ グラ ムの展
開を 支援し 、 おおむね順調に実施

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 取組を 推進する

＜自己評価＞
・ 府中市、 西東京市を モデル区市町
村と し て事業を 実施

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 取組を 推進する

指標
( プロ セス 指標)

目標に向けた取組

令和４ 年度

自己評価と
今後の課題・ 対応策

＜自己評価＞
・ 令和2年度26区市町から 令和3年度
29区市町と 実施区市町村数は増加し
ている

＜今後の取組方針＞
・ 未実施区市町村の状況を 確認し 、
引き 続き 取組を 推進する

①元気でいき いき と 暮ら す
　 【 ①－１ 】 高齢者が元気でいき いき と 過ごす
　 【 ①－２ 】 高齢者が何ら かの社会参加を 行っ ている

令和３ 年度
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介護予防・フレイル予防支援強化事業

フレイル予防の視点を踏まえ、通いの場を始めとした地域における介護予防活動の拡大・機能強化を図るため、これまでの
取組内容を強化し、区市町村を支援

〇 介護予防・フレイル予防推進支援センター設置事業

健康長寿医療センターの有する知見を活用し、住民主
体の介護予防・フレイル予防活動等を推進する区市町
村に、専門的・技術的支援を提供

〇 介護予防・フレイル予防推進員配置事業

通いの場等の介護予防活動の拡大や、フレイル予防の
観点での機能強化を促進する取組を推進する職員を配
置する場合に補助10/10

今後の方向

・ 国は健康寿命延伸のための取組の柱の１つとして、介護予防・フレイル
予防を位置づけ、実施拠点となる通いの場を大幅に拡充する方向
・ また、国は通いの場等の取組について、専門職の関与も得ながら、多
様な関係者や事業等と連携し、充実を図る方向を明示

⇒都において、通いの場等の一層の拡大と、以下の観点での充実を図る
・ フレイル予防の観点を踏まえ、通いの場の機能強化を推進
・ 東京の地域特性に応じた、多様な通いの場づくりを推進

事業内容

区市町村

運動機能
向上

低栄養
予防

社会参加
促進

口腔機能
向上

「通いの場」の拡大
・機能強化

認知機能
低下予防

東京都介護予防・
フレイル予防推進支援センター

介護予防・フレイル予防
推進員

（区市町村に１〜２名）

支援育成

都補助

健康長寿医療セ
ンターへ委託

これまでの取組（H29年度〜R１年度）と現状

地域づくりによる介護予防（主に体操等を行う通いの場）を推進す
る区市町村を支援。都内の通いの場の参加率は着実に上昇

〇 東京都介護予防推進支援センター設置事業（〜R1）
健康長寿医療センターに介護予防推進支援センターを設置し、通い
の場づくり等に取り組む区市町村に専門的な支援を提供

〇 介護予防による地域づくり推進員配置事業（〜R1)
住民主体の通いの場を育成する職員等を配置する区市町村に補助

（５予算額 358,044千円）

（114,009千円）

（244,035千円）
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〇 介護予防・フレイル予防に取り組む行政職員向け研修を実施
〇 介護予防・フレイル予防推進員向け研修を実施

〇 介護予防事業等に関する相談に対し、専門的知見から助言
〇 区市町村における多様な予防プログラムの展開を支援

〇 地域特性に応じた介護予防活動等を支援するため、地域診断の手法や効果的な通い
の場の展開手法等を提案

〇 積極的に介護予防・フレイル予防に取り組む区市町村の取組について、効果の
評価・分析等を実施し、他地域への拡大・横展開を支援

相談支援

東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター事業内容

〇 (地独) 東京都健康長寿医療センターに蓄積するフレイル予防の研究成果や、地域における介護予防活動
の展開手法を総合的に活用するため、介護予防推進支援センター（平成29年度〜令和元年度）を再構築
〇 フレイル予防の視点を踏まえ、住民主体の通いの場づくりを始めとした地域における介護予防活動の
拡大・機能強化を推進する区市町村に専門的・技術的な支援を提供し、取組を支援

▶ フレイル予防の観点を踏まえた予防活動のプログラムを提供
▶ 地域特性に応じた多様な通いの場の実施を支援

〇 (地独) 東京都健康長寿医療センターに蓄積するフレイル予防の研究成果や、地域における介護予防活動
の展開手法を総合的に活用するため、介護予防推進支援センター（平成29年度〜令和元年度）を再構築
〇 フレイル予防の視点を踏まえ、住民主体の通いの場づくりを始めとした地域における介護予防活動の
拡大・機能強化を推進する区市町村に専門的・技術的な支援を提供し、取組を支援

▶ フレイル予防の観点を踏まえた予防活動のプログラムを提供
▶ 地域特性に応じた多様な通いの場の実施を支援

〇 区市町村に向け、HP等を通じ、センターによる支援の成果等について情報を発信

介護予防・フレイル予防推進支援センター設置事業

人材育成

普及啓発

評価・効果分析

強化ポイント

センターの運営体制

（5予算額 114,009千円 ）

・ 都における高齢者の医療・研究の拠点
である健康長寿医療センターの人材※を、
総合的に活用

※ 医師、保健師、リハビリテーション
専門職、管理栄養士、歯科衛生士など
多様な専門分野の研究職

・ センターと都が連携し、外部有識者の
協力も得ながら、区市町村の支援ニーズ
を定期的に把握し、効果的な支援を提供

保健師

医師

社会参加

地域保健

福祉

栄養士

歯科衛生士 リハビリテーション専門職
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区市町村、
地域包括

支援センター

(平成29年度〜令和元年度)
「介護予防による地域づくり推進員」
住民主体の地域づくりにつながる介護予防活動

（主に体操等を行う通いの場）を推進
【取組内容】
◇介護予防の体制整備
◇地域の住民及び介護予防活動を行う

自主グループの支援

【実施主体】
区市町村(地域包括支援センターへ委託可)

【補助内容】
介護予防・フレイル予防推進員の配置経費を基本として、事業実施に必

要な経費を対象とする（備品購入費除く）。
(補助対象経費)
事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、

需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、負担金
【補助基準額】

1人当たり5,500千円
(65歳以上人口10,000人以上の区市町村 ⇒ 最大2人)
(65歳以上人口10,000人未満の区市町村 ⇒ 最大1人)

【補助率】
10/10

【人員配置】
リハビリテーション専門職、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、

その他関連業務経験者

「介護予防・フレイル予防推進員」
通いの場等の介護予防活動の拡大や、フレイル予防の観点での機能強化を促進する取組を推進
【取組内容】
〇 通いの場の拡大・継続支援等
・「介護予防の体制整備」「地域の住民及び介護予防活動を行う自主グループの支援」を継続実施
・身近な地域における多様な通いの場等の取組状況の把握

〇 通いの場等におけるフレイル予防等の観点を踏まえた予防活動の促進 (新)
・地域の自主グループ等に対し、フレイル予防の観点を踏まえたプログラムの普及を図る

補助概要

事業内容

令和2年度に、フレイル予防の観点を踏まえた、通いの場等の介護予防活動の拡大・機能強化を図るため、「介護予防による地域づくり推進員
配置事業」を再構築。

令和２年度〜

介護予防・フレイル予防
推進員

※区市町村、介護予防・フレイル予防推進員に対する研修・相談支援を実施

東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター

〇拡大・継続支援等
〇フレイル予防等の観点を
踏まえたプログラム普及

支援 支援

配置

運動機
能向上

低栄養
予防

社会参
加促進

口腔機
能向上

「通いの場」の拡大
・機能強化

認知機
能低下
予防

介護予防・フレイル予防推進員配置事業 （５予算額 244,035千円）
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短期集中予防サービスに取り組む区市町村を定期的な訪問や助言等により一定期間支援し、他事業（地域ケア会議、一般介
護予防事業等）とも連携した効果的な実施を推進することで、要支援者等のセルフケア能力向上や社会参加の促進を図る。

１ アドバイザーチームによるモデル区市町村への伴走型支援
有識者を中心としたアドバイザーチームによる、短期集中予防

サービスに係る事業の立ち上げ又は再構築の支援、他事業と
の連動の支援

２ 都内区市町村を対象とした、取組の横展開を実施
・ 取組報告会（モデル区市町村の成果等に係る情報提供等)
・ 手引き及び研修プログラムの作成

【内 容】

【実施期間】 ３か年 【R5実施規模】 2自治体

○ 短期集中予防サービスを効果的に行い、要支援者の状態を
改善するとともに、セルフケアにつなぐケアマネジメントを
実施することについて、多くの区市町村で課題が存在。
○ 都として、区市町村における短期集中予防サービスを中心
とした自立支援に向けた取組への強化支援が必要。

〇 介護人材の不足が見込まれる中、従来の専門職に
よる介護サービスの提供は難しくなることが予想。
○ 要支援者等が可能な限り自立した生活を継続でき
るような取組や支援が大変重要。
○ 区市町村は、軽度者に効果的な支援を行うため、
国事業の介護予防・日常生活支援総合事業の枠組み
を最大限に活用する必要。

現 状 課 題

取 組

【短期集中予防サービスを活用したケアマネジメントのイメージ】

訪問

アセスメント
測定

短期集中予防

サービス(３か月間)
測定

地域
ケア
会議

セルフケアや社会参加による
状態維持へ （一般介護予防
事業の通いの場等の活用）

自 立

虚 弱

要介護

放置した場合

高齢者の
機能レベル

年齢

サービスC
の利用

サービスC
の利用

セルフケアの実践や社会参加による状態維持

短期集中予防サービス(サービスC)等を充実
生活機能の低下を早期に発見し、状態を改善

短期集中予防サービスを活用して状態を改善し、維持するイメージ

・専門職の関与が不要に
・地域の中での社会参加

短期集中予防サービス強化支援事業 （５予算額 33,492千円）
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２ 　 介護施設等の整備推進

実績 実績 実績 評定

事項１
64, 000人

（ 令和12年
度末）

52, 060人 53, 096人
別紙
7-5

事項２
30, 000人

（ 令和12年
度末）

22, 059人 22, 027人
別紙
7-5

事項３

20, 000人
（ 令和12年

度末）
11, 973人 12, 263人

別紙
7-5

　 認知症高齢者グループホームの整備を 促進

（ 関連する 取組）
・ 認知症高齢者グループホーム整備促進事業
※令和４ 年度から 事業名変更（ 旧「 認知症高齢者
　 グ ループホーム 緊急整備支援事業」 ）

＜自己評価＞
・ 令和３ 年度から 重点地域の拡大、 7
期中にも 重点地域の拡大、 高騰加算
の導入等の整備促進策を 図っ てき た
も のの、 目標値と 大き な乖離があ
る 。

＜今後の取組方針＞
・ 区市町村に補助制度の周知を 図る
と と も に着実に実施し 、 整備促進を
働き かけていく 。

＜自己評価＞
・ 重点地域の拡大等の整備促進に向
けた取組を 引き 続き 推進し た。

＜今後の取組方針＞
・ 建築価格上昇に対応する ための高
騰加算を 増額する 等、 整備促進に取
り 組んでいく 。

目標設定する
に至っ た

現状と 課題

○　 常時介護を 必要と し 、 在宅生活が困難な高齢者の生活の場の一つと し て特別養護老人ホームの整備は重要。 全国比で
　 高齢者人口に対する 特別養護老人ホームの整備率が低く 、 ま た、 地域によ る 施設の偏在が課題
○　 急性期の治療後、 在宅生活への復帰を 支援する 施設と し て、 老人保健施設の整備は重要。 全国比で高齢者人口に
　 対する 介護老人保健施設の整備率が低く 、 ま た、 地域によ る 施設の偏在が課題
○　 認知症高齢者が専門的なケアを 受けながら 家庭的な環境の中で暮ら し ていける よ う 、 認知症高齢者グループホームの
　 充実が必要。 地価が高く 土地の確保が困難である こ と 等によ り 、 設置が進んでいない地域がある

　 特別養護老人ホームの整備を 促進

（ 関連する 取組）
　 ・ 特別養護老人ホームの整備

＜自己評価＞
・ 令和３ 年度から 、 整備率が低い地
域の補助単価のさ ら なる 増額を 行
い、 整備促進に向けた取り 組みを 強
化し た。

＜今後の取組方針＞
・ 2030年度ま での定員64, 000人の確
保に向け、 整備促進に取り 組んでい
く 。

＜自己評価＞
・ 整備率が低い地域の補助単価の増
額等、 整備促進に向けた取組を 引き
続き 推進し た

＜今後の取組方針＞
・ 建築価格上昇に対応する ための高
騰加算を 増額する 等、 整備促進に取
り 組んでいく 。

　 介護老人保健施設の整備を 促進

（ 関連する 取組）
　 ・ 介護老人保健施設の整備

＜自己評価＞
・ 令和３ 年度から 、 整備率が低い地
域の補助単価のさ ら なる 増額や補助
協議回数の増加等、 整備促進に向け
た取組を 強化し ている が、 土地確保
が困難である こ と 等から 整備数は伸
び悩んでいる 。

＜今後の取組方針＞
・ 既存建物の改修によ る 整備を 新た
に補助対象に加える と と も に、 整備
費や借地料等への補助について広く
周知し 、 整備を 促進する 。

＜自己評価＞
・ 既存建物の改修によ る 整備を 新た
に補助対象に加え増床の動機づけを
図る 等、 整備促進に向けた取組を 引
き 続き 推進し た。

＜今後の取組方針＞
・ 建築価格上昇に対応する ための高
騰加算を 増額する 等、 整備促進に取
り 組んでいく 。

目標に向けた取組 指標
( プロ セス 指標)

令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 ( 前年添付)

参考
資料

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
評定のポイ ント

ビ ジョ ン
・ 目標

②安心し て暮ら し 続けら れる
　 【 ②－１ 】 希望に応じ たサービ ス が必要な時に受けら れる

参考指標
（ アウ ト カ ム

指標）
・ 介護施設の整備数
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6,743 
9,497 10,661 11,727 11,973 12,263 

20,000 

H23年度 H26 H29 R2 R3 R4 R12目標

18,656 20,381 21,597 21,885 22,059 22,027 

30,000 

H23年度 H26 H29 R2 R3 R4 R12目標

38,325 42,898 47,048 51,357 52,060 53,096
64,000 

H23年度 H26 H29 R2 R3 R4 R12目標

介護サービス基盤の整備促進

施設整備への支援

◎ 特別養護老人ホーム･介護老人保健施設の整備費補助
・整備率の低い地域への補助単価を加算（R3年度～最大1.8倍）
・建築費上昇に対応するための高騰加算を増額（基準単価の40%）

（例）創設(ﾕﾆｯﾄ型/併設なし)：最大1,100万円/床（高騰加算含む）

施設用地確保への支援

◎ 認知症高齢者グループホームの整備費補助
・整備率の低い地域への補助単価を1.5倍に加算（R3年度～対象拡大)
・高騰加算を増額（創設の場合､800万円/ﾕﾆｯﾄ）
（例）創設(2ﾕﾆｯﾄ/併設なし)：最大1億960万円/施設（高騰加算含む）

◎ 定期借地権の一時金に対する補助
・路線価の1/2(特養･老健は最大3/4)､最大10億円まで補助

◎ 特養･老健の借地料を補助
・民有地･国有地の借地料60か月分を補助（最大2,500万円/年）

◎ 公有地の活用促進
・都有地を原則50％減額、最大90％まで減額して貸付
・区市町村所有地での特養･老健整備に対する区市町村補助を支援

（補助率1/2、最大2億円）

第８期高齢者保健福祉計画において、令和12（2030）年度末の整備目標を設定

10,904人分 7,973人分
7,737人分

特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 認知症高齢者グループホーム

◎ 開設前の人件費･備品購入費などの施設開設準備経費を支援

◎ 区市町村が行う施設整備用地確保の取組を支援
・説明会･土地所有者とのマッチング等（補助率2/3、最大979.3万円）

環境整備への支援

【整備に向けた課題】

◆ 施設整備に係る事業者負担の軽減、施設用地の確保
◆ 施設・在宅サービスのバランスのよい整備、施設の地域偏在の解消

◆ 施設における居住環境の改善、安全･安心の確保

◆ 整備率が低い地域等への整備費補助の拡充
◆ 施設用地確保に対する支援の充実
◆ 大規模改修、居住環境の整備への支援
◆ 災害・感染症対策への支援

第８期計画
における

取組の方向性

◎ 介護現場のＤＸ・タスクシェア促進事業
・掃除・配膳ロボットの導入を支援（補助率1/2、最大120万円）
・入所者とのコミュニケーションを行う分身ロボットを活用した

介護業務のタスクシェアについて検証

◎ 地域密着型サービス等の整備費補助
・地域密着型特別養護老人ホーム､併設ショートステイの高騰加算を増額

◎ 大規模改修や居住環境の改善等に向けた改修を支援
・建築費上昇を踏まえ補助を増額（大規模改修:補助率1/2､最大6,000万円）

◎ 災害や感染症の発生に備えたＢＣＰの策定を支援

◎ 非常用自家発電設備などの防災･減災対策設備の整備を支援

R5拡充

R5拡充

R5拡充

R5拡充

R5新規

時限延長

◎ 簡易陰圧装置など感染症対策策設備の整備を支援

別紙7-5
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３ 　 介護給付適正化に関する 支援

実績 実績 実績 評定

事項１
62区市町村
（ 令和５ 年
度ま で）

＜参考＞
51区市町
村（ R2年
度実績）

＜参考＞
51区市町
村（ R3年
度実績）

別紙
7-6
7-7

事項２
62区市町村
（ 令和５ 年
度ま で）

＜参考＞
45区市町

村
（ R2年度
実績）

＜参考＞
45区市町

村
（ R3年度
実績）

別紙
7-6
7-7

( 前年添付)

参考
資料

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
評定のポイ ント

指標
( プロ セス 指標)

令和３ 年度 令和４ 年度

目標設定する
に至っ た

現状と 課題

○　 高齢者の自立し た日常生活のために必要な質の高いサービ ス を 提供する と と も に、 財源と 人材を よ り 効果的・ 効率的
　 に活用し 、 介護保険制度の持続可能性を 高める ため、 介護給付適正化の取組を 進める 必要
○　 一方で、 区市町村の人員体制や専門性を 有する 職員の確保等の課題が存在

ビ ジョ ン
・ 目標

②安心し て暮ら し 続けら れる
　 【 ②－１ 】 希望に応じ たサービ ス が必要な時に受けら れる

参考指標
（ アウ ト カ ム

指標）
・ 自立支援に資する 適切なサービ ス が提供さ れている

　 区市町村において住宅改修や福祉用具の利用
に関し 、 リ ハビ リ テーショ ン専門職等が関与す
る 仕組みを 設ける こ と ができ る よ う 、 好事例等
の情報を 提供

（ 関連する 取組）
・ 東京都介護給付適正化推進研修会等

＜参考　 R2実績について＞
リ ハ専門職等の関与未実施自治体
区部： ５ 自治体
市部： ６ 自治体
町村部： ６ 自治体

リ ハ専門職等が関与する こ と の効果
を 理解し 、 仕組みを 取り 入れる 自治
体が増えてき たが、 新規及び継続的
な人員確保に課題がある 。

＜今後の取組方針＞
技術的助言等を 活用し て、 他保険者
の導入状況や成果等の情報提供を 行
い、 区市町村を 支援する

＜自己評価＞
・ 保険者機能強化のための区市町村研
修において、 利用者の自立支援重度化
防止や地域資源の有効活用と いう こ と
で、 リ ハビ リ テーショ ン 専門職等と の
連携推進について講演を 行い、 具体的
な関与の仕組みを 作る 方法や成果等の
情報を 提供し た。

＜今後の取組方針＞
・ 研修等の機会を 通じ て、 多職種連携
について推進でき る よ う 情報提供し 、
保険者の取組を 支援する 。

目標に向けた取組

令和５ 年度

自己評価と
今後の課題・ 対応策

　 区市町村において介護給付適正化の主要５ 事
業を 実施でき る よ う 、 研修や好事例の提供等を
通じ て支援

（ 関連する 取組）
・ 東京都介護給付適正化推進研修会等

＜参考　 R2実績について＞
主要5事業未実施自治体
区部： ２ 自治体
市部： ３ 自治体
町村部： ６ 自治体

特に町村部において、 人員体制の確
保等の課題から 主要５ 事業のう ち、
一部実施にと ど ま る 状況がある 。

＜今後の取組方針＞
技術的助言等を 活用し て、 給付適正
化に向けた点検の実施等、 好事例を
提示し 、 区市町村を 支援する 。

＜自己評価＞
・ 東京都介護給付適正化推進研修会
において、 高齢者向け住宅と 関連の
高いケアプラ ン点検について講演を
行う 等、 国の推進する 内容に則し た
研修を 実施し た。

＜今後の取組方針＞
・ 技術的助言や国保連と の個別支援
を 活用し て、 給付適正化に向けた点
検の実施等、 好事例を 提示し 、 区市
町村を 支援する 。

8
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日　時 ：

対象者 ：

実施方法：

主　催 ：

時間
（目安）

13:10

13:30

　・令和３年度介護給付適正化の実施目標等に係る アンケート結果について

14:00

14:15

14:30

15:30

令和４年度　東京都介護給付適正化推進研修会
次　　第

内　　容

　閉会

Web会議サービス　「Microsoft Teams」による開催

各区市町村介護給付適正化担当者（要介護認定の適正化を除く。）

令和４年１０月６日 （木曜日）　１３時３０分から１５時３０分まで

　開会

 ・高齢者向け住宅と関係性の高い居宅介護支援事業所へのケアプラン点検について

　　　　　　　　【株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門
　　　　　　　　　　高齢社会イノベーショングループ部長（プリンシパル）　　　紀伊　信之  氏】

　令和3年度老人保健健康増進等事業
　「サービス付き高齢者向け住宅等における適正なケアプラン作成に向けた調査研究」から

 ・「高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検における
　　　　　居宅介護支援事業所の設定条件調査」に係る保険者支援について

　　　　　  【東京都国民健康保険団体連合会 介護福祉部介護保険課 介護給付適正係】

　「Microsoft Teams」接続開始

　※当日の時間配分、次第は変更になる可能性があります。

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課

（休憩）

　　　　　　　　　　　　 【東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 保険者支援担当】

参考資料13
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時間 内容

13:00～  研修ガイダンス

13:05～13:20
（15分）

◆伝達研修
　「介護保険制度における保険者機能強化と市町村支援」

  講師　東京都高齢社会対策部介護保険課

　＜教材＞
           介護保険における保険者機能強化支援のための都道府県職員研修
                                 　　（国立保健医療科学院　令和４年９月２６日実施）
　　　　　厚生労働省老健局　認知症施策・地域介護推進課
　　　　　　　　　　　　　地域づくり推進室室長補佐　岸 英二　氏

13:20～14:20
（60分）

◆講演
　「利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用について
     　　　－リハビリテーション専門職等との連携推進に向けて－」
 
　講師
　       　一般社団法人　東京都作業療法士会
　                                        副会長　　三沢　幸史 氏

14:20～14:30  休憩（10分）

14:30～16:00
（90分）

◆講演
　「保険者機能強化（支援）の動向と課題」

　講師
　　　　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　共生・社会政策部長　主席研究員　岩名礼介 氏

＜DVD教材放映＞介護保険における保険者機能強化支援のための都道府県職員研修
                                 　　　　　　　（国立保健医療科学院　令和４年９月２６日実施）

－  東京都からの事務連絡等

令和４年度

保険者機能強化のための区市町村職員研修

日 時 令和4年１１月２９日（火曜日）１３時から１６時まで

対象者 地域支援事業担当、計画策定担当、介護保険担当職員、地域包括支援センター職員等

実施方法 Ｗｅｂ会議サービス「MicrosoftTeams」により開催

※今年度はYouTubeによる録画の後日配信はありませんので、ご注意ください。

ねらい 本研修では、第８期計画期間において区市町村が自立支援・介護予防・重度化防止等の

取組を推進するために必要な知識や考え方等について理解を深めていただくことを目指

しています。

≪研修内容≫ （※内容は変更になる場合があります）

参考資料14
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４ 　 介護人材対策の推進

実績 実績 実績 評定

事項１

雇用750人
以上

（ 各年度）
1, 028人 901人

別紙
7-8
7-9

事項２

40区市町村
以上

（ 令和５ 年
度ま で）

46区市町
村

140事業

48区市町
村

151事業

別紙
7-8
7-9

( 前年添付)

参考
資料

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
評定のポイ ント

指標
( プロ セス 指標)

令和３ 年度 令和４ 年度

目標設定する
に至っ た

現状と 課題

○　 都内における 介護職員数は、 令和7年（ 2025年） 度には、 約3万1千人が不足
○　 こ の需給ギャ ッ プを 埋める ため、 東京都は、 中長期的な視点で介護人材の確保・ 定着・ 育成対策を 総合的に推進し て
　 いく こ と が必要
○　 ま た、 令和22年（ 2040年） にむけ、 さ ら なる 生産年齢人口の減少と 介護ニーズの増大を ふま え、 新たな施策の展開が
　 必要

ビ ジョ ン
・ 目標

②安心し て暮ら し 続けら れる
　 【 ②－１ 】 希望に応じ たサービ ス が必要な時に受けら れる

参考指標
（ アウ ト カ ム

指標）
・ 要介護認定者一人当たり の介護職員数

　 多様な人材の介護職場への参入促進に取り 組
む区市町村を 支援

（ 関連する 取組）
・ 東京都区市町村介護人材確保対策事業

＜自己評価＞
・ 令和３ 年度から 、 区市町村担当者
連絡会を 年２ 回開催し 、 新規メ
ニュ ーの紹介や、 具体的な活用事
業、 他区市町村の取組等を 紹介し
た。
・ 区市町村の負担を 軽減する ため、
申請の手続き を 簡素化し た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 区市町村が活用でき る メ
ニュ ーを 検討し ていく と と も に、 現
行メ ニュ ーの具体的な事業や他の区
市町村の取組など の紹介に注力し て
いく 。

＜自己評価＞
・ 令和４ 年度も 区市町村担当者連絡
会を 年２ 回開催し 、 新規メ ニュ ーの
紹介や、 具体的な活用事業、 他区市
町村の取組等を 紹介し た。
・ 比較的容易に取り 組める メ ニュ ー
など を 改めて紹介する など 、 補助金
未利用の区市町村に利用を 促し た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 区市町村が活用でき る メ
ニュ ーを 検討し ていく と と も に、 現
行メ ニュ ーの具体的な事業や他の区
市町村の取組など の紹介に注力し て
いく 。

目標に向けた取組

令和５ 年度

自己評価と
今後の課題・ 対応策

　 介護業務への就労を 希望する 離職者等を 都内
の介護施設等で直接雇用し た上で、 働き ながら
介護資格を 取得する こ と を 支援

（ 関連する 取組）
・ 介護職員就業促進事業［ 介護人材確保対策事
業］

＜自己評価＞
・ コ ロ ナ禍の社会状況も あり 、 1, 000
人以上の利用があっ た。
・ よ り 多く の事業者に利用し ても ら
える よ う 、 事業を 分かり やすく 紹介
し た動画など を 作成し 、 広く 周知し
た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 、 認知度を 上げ、 幅広い
事業者が活用でき る 仕組みと し てい
く 。

＜自己評価＞
・ 令和３ 年度に比べ、 他業種の求人
状況が回復し たこ と から 、 就業の実
績は落ちたも のの、 参加事業所数は
増加し 、 一定の利用を 維持でき た。
・ イ ンタ ーネッ ト やSNSでの広報を 強
化し 、 一層の利用の周知を 図っ た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 、 認知度を 上げ、 多く の
都民・ 事業者が活用でき る 仕組みと
し ていく 。
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将来を担う学生、主婦、元気高齢者、就業者及び離職者を対象として、「介護現場を体験する機会」を設け介護業務への魅力ややりがいを体験するととも
に、「介護職員初任者研修」の受講から就労までの一連の流れを、一貫して行うことで、将来に向けた介護人材を安定して確保する。

また、既卒者や離職者を、都委託先の「介護施設等で直接雇用」して、働きながら介護資格を取得させることにより、介護人材を即戦力として確保する。

介護業務の経験を希望する者に、介護体験相談員が個々の要望を踏ま
えた相談及び体験職場の案内を行うことで、介護業務のネガティブなイ
メージを払拭するとともに、早期離職による介護人材流出を防止すること
により、福祉・介護人材の安定的な参入促進を図る。

学生等に対して、無料の介護職員初任者研修等を開講して就職先の
選択肢を拡大させるとともに、介護業界への就労を希望する者に対して
資格取得を支援することにより、介護分野の人材確保と定着を図る。

介護業務への就労を希望する無資格の者等を対象として、介護施設等での
雇用確保と資格取得支援を併せて行い、介護分野へ人材を誘導するとともに即
戦力を確保する。

事業概要

職場体験

介護職員資格取得支援

介護職員就業促進

12,935千円

134,291千円

2,045,342千円

学生、 主婦、 元気高齢者、 就業者、 離職者

事業所養成校
（土日コース）

養成校
（夏季コース）

養成校
（夜間コース）

介護人材確保対策事業（概要）

職場体験

介護職員
資格取得支援

福祉人材センターで、
職場体験先、研修受
講、有期雇用を、一貫
して紹介・斡旋・援助し
ます。

事業所

（１）対象者…都内で就労を希望する学生、主婦、元気高齢者、就業者
及び離職者

（２）実施規模…1,000人（体験者一人当たり3日まで、延3,000人）
（３）受入費用…受入れ1人1日について6,760円支払（体験者は無給）

（１）対象者…職場体験を行った者のうち、都内の介護業界への就労
を希望する者。

（２）実施規模…900人
（３）受講料…1人当たり102,000円（無料）（資格により変動）

（１）対象者…介護業界への就労を希望する者（ただし、学生を除く。）
（２）実施規模…1,200人（有期雇用契約6ヶ月間経過後は、受入先・対象者

双方協議のうえ継続雇用）
（３）雇用経費…一人当たり1,980千円（資格の有無・勤務形態より変動）

介護職員
就業促進

別紙7-8
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令和４年度 全１７メニュー
（うち新規２メニュー）

区市町村介護人材対策事業費補助金について

区市町村が取り組む介護人材対策への支援を行い、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育成を図る。目 的

310,000,000円

（１）介護未経験者に対する研修支援事業（資格取得）
（２）①現任介護職員のキャリアアップ研修支援事業

②認知症ケア研修事業
（３）多様な人材層（若者・女性・高齢者等）に対する介護の仕事等の理解促進事業
（４）多様な人材層（若者・女性・高齢者等）を対象とした介護の職場体験事業
（５）多様な人材層（若者・女性・高齢者等）に応じたマッチング機能強化事業
（６）介護に関する入門的研修等からマッチングまでの一体的支援事業
（７）介護の周辺業務等の体験支援
（８）介護分野への元気高齢者等参入促進セミナー事業
（９）介護人材確保のためのボランティアポイント事業
（10）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業
（11）介護人材確保プラットホーム構築事業
（12）離島、中山間地域等における介護人材確保支援事業
（13） ~（15）その他（介護福祉士養成課程の介護実習支援、

エルダー、メンター制度等導入支援、離職者の実態調査事業）
（16）介護人材の就業支援事業
（17）潜在介護人材の再就業促進事業

令和4年度予算額

新規

●補助率︓３／４補助概要 ●補助基準額︓1区市町村あたり上限額20,000,000円

新規

介護
人材
育成

介護
人材
確保

周辺業
務人材
確保

環境

その他

基盤

過疎

別紙7-9
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５ 　 高齢者の住ま いの確保

実績 実績 実績 評定

28, 000戸
（ 令和７ 年
度ま で）

（ R4. 3改定 東
京都住宅マス
タ ープラ ン ）

33, 000戸
（ 令和12年
度ま で）

都内49区市
の3分の2

以上
（ 令和7年度

ま で）

（ R4. 3改定
東京都住宅
マス タ ープ

ラ ン ）

協議会を 設立
し た区市町村
の人口カ バー
率　 95％以上
( 令和12年度

ま で)

( 前年添付)

参考
資料

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
評定のポイ ント

指標
( プロ セス 指標)

令和３ 年度 令和４ 年度

目標に向けた取組

令和５ 年度

自己評価と
今後の課題・ 対応策

目標設定する
に至っ た

現状と 課題

○　 居住空間の質の確保に加え、 生活支援や介護・ 医療等のサービ ス も 一体的に提供さ れる サービ ス 付き 高齢者向け住宅
　 等の供給促進が重要
○　 民間賃貸住宅においては、 家賃の不払、 入居中の事故等に対する 家主の不安等から 、 単身の高齢者や高齢者のみ世帯
　 に対する 入居制限が依然と し て見ら れる
○　 一人暮ら し 高齢者が増加し ており 、 地域から 孤立し がちな高齢者に対する 、 見守り や地域における 支え合いの仕組み
　 づく り が必要

ビ ジョ ン
・ 目標

②安心し て暮ら し 続けら れる
　 【 ②－２ 】 高齢になっ ても 安心し て住める

参考指標
（ アウ ト カ ム

指標）

・ サービ ス 付き 高齢者向け住宅等の供給戸数
・ 居住支援協議会の設置数

累計
23, 858戸
( R3年度
1, 039戸)

　 サービ ス 付き 高齢者向け住宅等の供給を 促進

（ バリ アフ リ ー化さ れ、 安否確認サービ ス 、 緊
急時対応サービ ス 、 生活相談サービ ス 等の付い
た住宅と し て登録さ れたサービ ス 付き 高齢者向
け住宅等の供給を 促進）

（ 関連する 取組）
・ 東京都サービ ス 付き 高齢者向け住宅整備事業

事項１
別紙
7-10

＜自己評価＞
・ 1, 200戸／年（ 「 未来の東京」 戦略
3か年のアク ショ ンプラ ン） に対し 、
左記のと おり 366戸を 供給

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 、 整備を 行う 事業者に対
し 、 整備費の一部を 補助する こ と に
よ り 、 地域密着型サービ ス 事業所と
の連携や一般住宅と の併設など 、 多
様なサービ ス 付き 高齢者向け住宅の
供給を 促進する 。

＜備考＞
・ R4年3月改定の東京都住宅マス タ ー
プラ ンにて、 左記政策指標を 設定し
たため併記し ている 。

累計
24, 224戸
( R4年度
366戸)

＜自己評価＞
・ 1, 200戸／年（ 「 未来の東京」 戦略
3か年のアク ショ ンプラ ン） に対し 、
左記のと おり 1, 039戸を 供給

＜今後の取組方針＞
・ 高齢者と 一般世帯と の交流を 促
し 、 世代間での助け合い、 近居など
によ り 高齢者が安心し て生活でき る
よ う 、 一般住宅や交流施設の併設な
ど 、 多様なサービ ス 付き 高齢者向け
住宅の整備等に向けた取組を 進め
る 。

＜備考＞
・ R4年3月改定の東京都住宅マス タ ー
プラ ンにて、 左記政策指標を 設定し
たため併記し ている 。

別紙
7-10

　 高齢者など 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅
への円滑な入居の促進を 図る ため、 区市町村に
おける 居住支援協議会の設立促進・ 活動支援や
都民への幅広い啓発活動など を 実施

（ 関連する 取組）
・ 居住支援協議会

事項２

＜自己評価＞
・ 令和４ 年度に２ 区２ 市で設立さ
れ、 令和４ 年度末現在、 30区市（ 19
区11市） において設立済

＜今後の取組方針＞
・ 区市町村における 協議会の設立促
進及び活動支援に向け、 引き 続き 、
セミ ナー開催やパン フ レ ッ ト 配布、
技術的・ 財政的支援等を き め細かく
実施

＜備考＞
・ R4年3月改定の東京都住宅マス タ ー
プラ ンにて、 左記政策指標を 設定し
たため併記し ている 。

２ 区２ 市

＜自己評価＞
・ 令和３ 年度に１ 市で設立さ れ、 令
和３ 年度末現在、 ２ ６ 区市（ 17区９
市） において設立済

＜今後の取組方針＞
・ 区市町村における 協議会の設立促
進及び活動支援に向け、 引き 続き 、
セミ ナー開催やパン フ レ ッ ト 配布、
技術的・ 財政的支援等を き め細かく
実施

＜備考＞
・ R4年3月改定の東京都住宅マス タ ー
プラ ンにて、 左記政策指標を 設定し
たため併記し ている 。

１ 市
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高齢者の住まいの確保について

【取組概要等】
○ サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧制度については、バリアフリーなどのハード面と高齢者生活支援サービスに係るソフト面において、事業

者が登録基準を満たす住宅を整備するよう、福祉施策と連携し、事業者向け説明会の開催やパンフレット配布などの普及啓発により、事業者の登録を

促進【住宅政策本部】

○ サービス付き高齢者向け住宅の整備を行う事業者に対し、整備費の一部を補助することにより、地域密着型サービス事業所との連携や一般住宅との

併設など、多様なサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進する。また、整備費や家賃等を補助する区市町村への財政支援により、高齢者が適切な費

用負担で入居できる、緊急時対応や安否確認等のサービスも兼ね備えた住宅の供給を促進【住宅政策本部】

○ 地域の介護・医療事業者と適切に連携するサービス付き高齢者向け住宅に対し、併設する介護・医療サービス事業所等の施設整備費の一部を補助す

ることにより、地域の介護・医療の拠点としても機能する住まいの供給を促進【福祉保健局】

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進

※東京都住宅マスタープラン（2022（令和４）年３月改定）
政策指標
サービス付き高齢者向け住宅等を2030年度末までに33,000戸整備

⇒ 令和３年度末までの供給実績 23,858戸

【今後の取組】
◆ 引き続き、国の整備事業に対し、都も上乗せ補助を実施すること

などにより、サービス付き高齢者向け住宅の整備を促進

◆ R5「東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業」主な変更点
・改修費の補助にかかる増額（180万円/戸 → 195万円/戸）
・既設改修の新設（既設のサ高住でIoT技術を導入して非接触での

サービス提供を可能とする工事）
・一般住宅及び交流施設を併設する事業を加算メニューに変更

【参考】 サービス付き高齢者向け住宅

令和５年度予算 １，０７２百万円（住宅政策本部所管分）
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住宅セーフティネット制度
【取組概要等】
○ 住宅セーフティネット法の改正（平成29年4月）を受け、住宅確保
要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅（都の愛称︓東京ささエール
住宅）の登録制度や、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守
りなどの生活支援を行う「居住支援法人」の指定を開始（令和４年度
末現在 49法人）

○ 住宅確保要配慮者専用住宅の貸主等へ改修費や家賃低廉化等に係る
補助を行う区市町村に対し財政支援を実施。加えて、要配慮者の入居
に伴う貸主等の不安軽減や登録意欲の向上を図るため、都独自の取組
として、専用住宅への登録等を要件とした報奨金制度を実施するなど、
登録促進を強化

《東京都居住支援協議会》
○ 広域自治体として、全国の居住支援協議会の取組事例等の情報提供や活動に対する財政支援
等により、区市町村協議会の設立を促進するとともに、活動費用の補助や、協議会で行う入居
可能な賃貸住宅の情報提供やマッチングなどの活動を支援（令和4年度末時点30区市で設立）

○ 先進事例等を紹介するセミナーの開催（区市町村向け、不動産関係団体及び居住支援団体向
け）や、パンフレットを作成・配布することによる普及啓発活動を実施

※『東京都住宅マスタープラン』（2022(令和４)年３月改定）の政策指標
専用住宅の登録戸数…2030年度末 3,500戸（R４年度末 684戸）
居住支援協議会を設立した区市町村の人口カバー率･･･2030年度末 95％（R4年度末 81％）

【令和５年度の主な施策】
◆ 専用住宅の供給促進に向けて、耐震改修工事や住宅設備改修工事、見守り機器設置等に対する補助メニューを揃え、専用住宅に登録する貸主等を支援
◆ 専用住宅の登録促進と入居者の居住支援の充実を図るため、サブリース物件を新たに専用住宅として登録・運営する居住支援法人等を支援
◆ 区市町村居住支援協議会等への補助を拡充し、協議会設立前の活動へも支援するとともに、地域における連携強化や課題解決に向けた検討等に資する
ワーキングを東京都居住支援協議会に新たに設置

【住宅セーフティネット制度のイメージ（令和５年度）】

令和５年度予算 ４２８百万円
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６ 　 生活支援体制整備の推進

実績 実績 実績 評定

事項１

180人
( 初任者) 、

60人
( 現任者)
( 各年度)

173人
( 初任者)

40人
( 現任者

Ⅰ)
29人

( 現任者
Ⅱ)

187人
( 初任者)

51人
( 現任者

Ⅰ)
21人

( 現任者
Ⅱ)

別紙
7-11

事項２
２ 回

( 各年度)
2回 2回

別紙
7-11

( 前年添付)

参考
資料

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
評定のポイ ント

指標
( プロ セス 指

標)

令和３ 年度 令和４ 年度

目標設定する
に至っ た

現状と 課題

○　 今後、 様々な生活上の困り ご と への支援が特に必要と なる 一人暮ら し の後期高齢者が大幅に増える と 見込ま れて
　 おり 、 生活支援サービ ス を 充実し ていく こ と が求めら れている
○　 高齢者自身が支援を 受ける 側と なる ばかり でなく 、 地域と のつながり を 持ちつつ 、 時には「 地域社会を 支える
　 担い手」 と なり 、 住民相互に支え合う こ と も 重要

ビ ジョ ン
・ 目標

②安心し て暮ら し 続けら れる
　 【 ②－３ 】 地域で支え合える

参考指標
( アウ ト カ
ム 指標)

・ 住民同士の支え合いによ り 生活上の困り ごと を 解決する 仕組みが
　 でき ている

各区市町村の生活支援体制整備に係る 情報共有
を 図る ため、 情報交換会を 実施

( 関連する 取組)
・ 生活支援体制整備強化事業

＜自己評価＞
・ 行政担当者及び生活支援コ ーディ
ネータ ーに向けて情報交換会を 5月と
2月に実施し 、 各区市町村の情報交
換、 横の繋がり 形成を 支援し た。

＜今後の取組方針＞
・ 各区市町村の生活支援体制整備に
係る 情報共有を 図る ため、 引続き 取
組を 推進する 。

＜自己評価＞
・ 行政担当者及び生活支援コ ーディ
ネータ ーに向けて情報交換会を 5月と
2月に実施し 、 各区市町村の情報交
換、 横の繋がり 形成を 支援し た。

＜今後の取組方針＞
・ 各区市町村の生活支援体制整備に
係る 情報共有を 図る ため、 引続き 取
組を 推進する 。

目標に向けた取組

令和５ 年度

自己評価と
今後の課題・ 対応策

　 生活支援コ ーディ ネータ ーの養成や資質向上
を 図る ため、 研修を 実施

( 関連する 取組)
・ 生活支援体制整備強化事業

＜自己評価＞
・ 初任者研修を 2コ ース 実施し 、 合計
で173人が受講し た。
・ 現任者研修Ⅰを 1コ ース ( 計6日間)
実施し 、 合計で40人が受講し た。
・ 現任者研修Ⅱを ５ コ ース 実施し 、
合計で29人が受講し た。
・ 研修はいずれも オンラ イ ン で実施
し 、 コ ロ ナ禍においても 受講でき る
機会を 確保し た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 研修を 実施し 、 各区市町
村における 生活支援体制整備事業の
推進を 支援する 。

＜自己評価＞
・ 初任者研修を 2コ ース 実施し 、 合計
で187人が受講し た。
・ 現任者研修Ⅰを 1コ ース ( 計6日間)
実施し 、 合計で51人が受講し た。
・ 現任者研修Ⅱを ５ コ ース 実施し 、
合計で21人が受講し た。
・ 研修はいずれも オンラ イ ンで実施
し 、 コ ロ ナ禍においても 受講でき る
機会を 確保し た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 研修を 実施し 、 各区市町
村における 生活支援体制整備事業の
推進を 支援する 。

17

資料５



生活支援コーディネーター養成研修 対象︓第1層・第2層の生活支援コーディネーター等

・各区市町村の生活支援コーディネーターやその候補者に対し、生活支援コーディネーター及び協議体に求められる役割・
機能や、サービス開発の手法、地域の多様な主体との連携の必要性等について理解し、業務を行う上で必要な知識及び
機能の習得・向上を図るための研修を実施

◆初任者研修
・生活支援コーディネーター配置の背景、生活支援コーディネーター・協議体の役割等
⇒1コース（2日間）×2回 年間180名（90名×2回）

◆現任者研修Ⅰ ◆現任者研修Ⅱ
・地域アセスメント、協議の場づくり、資源開発、運営支援等 地縁活動、居場所づくり等の進め方（現地見学を含む）
⇒6日×1コース 年間60名 ⇒１日×10名×6コース 年間60名(各自治体1名程度)

① 生活支援体制の地域格差を抑制するため、重層的な支援を行う。

② 生活支援サービスの充実に向けた取組が具体的に進むよう、実

践的な研修を追加するとともに、将来的には、区市町村自身が管

内の生活支援コーディネーターを育成していけるよう支援していく。

都における支援の方向性都における支援の方向性
① 生活支援コーディネーターの新規配置や人事異動等により、研

修を必要とする区市町村が一定数ある。

② 都内の生活支援サービスの充実を図っていくために、配置され

たコーディネーターの資質向上支援が必要

現状の課題現状の課題

研修

生活支援体制整備事業情報交換会 対象︓第1層・第2層の生活支援コーディネーター等

・管内自治体の取組事例の紹介
・区市町村が抱える課題や解決策を共有し、グループワークでの情報交換等により、地域同士の横のつながりを促進
⇒年2回程度実施

情報共有

1

支援策支援策

生活支援体制整備強化事業事業概要 （R5予算額 21,064千円）
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７ 　 地域ケア会議の推進

実績 実績 実績 評定

事項１
153人

（ 各年度）
144人 216人

別紙
7-12

事項２
１ 回

（ 各年度）
1回 1回

別紙
7-12

( 前年添付)

参考
資料

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
評定のポイ ント

指標
( プロ セス 指標)

令和３ 年度 令和４ 年度

目標設定する
に至っ た

現状と 課題

○　 要支援者等が、 地域で可能な限り 自立し た日常生活を 送る ためには、 自身の生活機能の低下に早期に気付き 、
　 状態の改善と その維持に取り 組むこ と が重要
○　 こ のため、 区市町村において、 多職種が連携し 、 要支援者等の自立支援・ 介護予防に向けた地域ケア会議の推進
　 に取り 組むこ と が求めら れている 。

ビ ジョ ン
・ 目標

②安心し て暮ら し 続けら れる
　 【 ②－３ 】 地域で支え合える

参考指標
（ アウ ト カ ム

指標）

・ 高齢者の自立支援・ 介護予防に向け、 多職種が連携し 、 地域課題
　 の抽出と 課題解決に取り 組む体制ができ ている

　 自立支援・ 介護予防に向けた地域ケア会議に
取り 組む区市町村の連携強化・ 課題解決支援の
ため、 実務者連絡会議を 開催

（ 関連する 取組）
・ 自立支援・ 介護予防に向けた地域ケア会議推
進事業

＜自己評価＞
・ 地域ケア会議の実務者を 対象に実
務者連絡会議を 11月に実施し 、 85名
が参加し た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 連絡会を 実施し 、 自立支
援・ 介護予防に向けた地域ケア会議
に取り 組む区市町村の連携強化・ 課
題解決を 支援する 。

＜自己評価＞
・ 地域ケア会議の実務者を 対象に実
務者連絡会議を 11月に実施し 、 79名
が参加し た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 連絡会を 実施し 、 自立支
援・ 介護予防に向けた地域ケア会議
に取り 組む区市町村の連携強化・ 課
題解決を 支援する 。

目標に向けた取組

令和５ 年度

自己評価と
今後の課題・ 対応策

　 自立支援・ 介護予防に向けた地域ケア会議の
実践者養成研修の講師を 育成する ための研修を
実施

（ 関連する 取組）
・ 自立支援・ 介護予防に向けた地域ケア会議推
進事業

＜自己評価＞
・ 講師養成研修を ３ コ ース 実施し 、
合計で144人が受講し た。
・ 研修はオンラ イ ン で実施し 、 コ ロ
ナ禍においても 受講でき る 機会を 確
保し た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 研修を 実施し 、 各区市町
村が地域ケア会議を 有効に活用でき
る よ う 支援する 。

＜自己評価＞
・ 講師養成研修を ３ コ ース 実施し 、
合計で216人が受講し た。
・ 研修はオンラ イ ン で実施し 、 コ ロ
ナ禍においても 受講でき る 機会を 確
保し た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 研修を 実施し 、 各区市町
村が地域ケア会議を 有効に活用でき
る よ う 支援する 。
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自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議推進事業

〇 地域づくり・資源開発、政策形成につながりやすい地域ケア会議の実現のため、地域や組織の実情に合った独自の
研修を行えるよう講師養成研修を実施する。
〇 各区市町村内の地域ケア会議関係者の連携強化を支援するとともに、他自治体との情報の共有化等を通じ、各自治
体における課題解決を支援する。

事業目的

今後の課題

取組内容
区市町村における自立支援・介護予防に向けた

地域ケア会議の推進
〇 地域ケア会議の主要な参加者である地域包括支援センター職員、区市町
村職員、専門職等を対象に自立支援・に向けた地域ケア会議実践者養成研修
を実施し、「個々の高齢者に合った適切な支援方法について提案・助言でき
る人材」を養成した。
・ 平成３０年度〜令和２年度の受講修了者数は、１，１９９名

〇 介護予防から地域づくり・資源開発、政策形成につながる地域ケア会議
の構築について、毎年モデル自治体を選定し、有識者会議を組織し、その場
で地域ケア会議の運営等助言を有識者から得ることで、モデル自治体の実情
に応じた地域ケア会議の構築を支援した。
・ 平成２９年度〜令和２年度のモデル自治体数は、７自治体

〇 さらに、モデル事業の成果を区市町村へ還元するため、報告書を配布し、
区市町村の報告書の活用を促進し、地域ケア会議の実践を支援した。

自立支援・介護予防に向けた
地域ケア会議推進事業

情報共有人材育成

地域や組織の実情に合った区
市町村独自の地域ケア会議実践
者を養成する研修を行えるよう
講師を育成し、地域づくり・資
源開発、政策形成につながりや
すい地域ケア会議の実現を支援
する。

地域ケア会議・報告書の活用
を通じて浮き彫りになった課題
について、区市町村による情報
の共有化を図り、課題解決を支
援・推進する。

〇 地域ケア会議の構成員について、組織内での人事異動等人材の入れ替え
があることや、実践を踏まえたフォローアップが必要であるため、定期的な
研修の実施が求められる。
〇 都が実施した自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議の現状を把
握するための調査によると、資源開発・政策形成につながる地域ケア会議の
構築ができていないことがわかった。
〇 自治体のレベルによって、地域ケア会議の取組状況・質が異なるため、
報告書の活用から浮き彫りになった課題に対して対応することが困難な自治
体があるため、定期的なフォローアップが求められる。

〇 区市町村における軽度者を対象とした自立支援・介護予防に向けた地
域ケア個別会議の開催推進に向けて、会議の主催となることが多い地域包
括支援センター職員を講師として養成するなど、各区市町村における人材
育成を支援・促進する。
〇 区市町村が抱える課題への解決に向けて、区市町村の地域ケア会議実
務者を対象とする連絡会議を開催し、有識者による講演、先進自治体の成
果・事例紹介等の報告や報告書の活用方法の指導等、区市町村の意見交換
会等双方向・横展開を支援する。

②区市町村実務者連絡会
議

①地域ケア会議実践のため
の講師養成研修

（R5予算額 13,592千円）

これまでの事業成果
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８ 　 在宅療養の推進

実績 実績 実績 評定

事項１
２ 回

（ 各年度）

動画配信
( ロ グイ ン

102件)
意見交換
会( WEB開
催・ 7名)
同行研修

( 4件)

動画配信
( ロ グイ ン
99件)
個別相談
会( WEB又
は書面形
式・ 2件)
同行研修
( 3件)

別紙
7-13

事項２
４ 回

（ 各年度）

3回（ 1回3
日間・ 計
525名）

3回（ 1回3
日間・ 計
598名）

別紙
7-14

事項３
４ コ ース

（ 各年度）
４ コ ース ４ コ ース

別紙
7-15

　 要介護高齢者等の在宅療養生活において重要
な役割を 担う 訪問看護サービ ス の安定的な供給
のため、 訪問看護ス テーショ ン管理者等向け研
修を 実施

（ 関連する 取組）
・ 訪問看護ス テーショ ン等の管理者・ 指導者育
成事業

＜自己評価＞
・ 本研修を ４ コ ース 実施し 、 合計で
２ ４ ６ 人が研修を 修了し た。
・ オンラ イ ンの活用によ り 、 コ ロ ナ
禍においても 受講し やすい環境を 整
えた。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 研修を 実施し 、 訪問看護
ス テーショ ンの管理者及び指導者の
育成を 図っ ていく 。

＜自己評価＞
・ 本研修を ４ コ ース 実施し 、 合計で２
８ ９ 人が研修を 修了し た。
・ 引き 続き オン ラ イ ン を 活用し て受講
し やすい環境を 整えた。 修了者数は令
和３ 年度よ り 増加と なっ ている 。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 研修を 実施し 、 訪問看護ス
テーショ ン の管理者及び指導者の育成
を 図っ ていく 。

目標設定する
に至っ た

現状と 課題

○　 医療と 介護が必要と なっ ても 、 住み慣れた地域で 自分ら し い暮ら し を 続けら れる よ う 、 区市町村における 在宅医療
　 と 介護を 一体的に提供する 体制づく り が必要
○　 入院患者の円滑な在宅療養生活への移行に向けて、 入院時（ 前） から 、 入院医療機関と かかり つけ医、 介護支援
　 専門員等の地域の医療介護関係者が連携し た入退院支援が必要
○　 訪問看護ス テーショ ンは小規模事業所の割合が高く 、 休廃止する 事業所も 多い等、 利用者への影響が懸念さ れる 。
　 事業所の規模を 拡大する ためには看護職の定着が課題

　 訪問診療等を 実施し ていない診療所医師等に
対し 、 在宅医療に関する 理解の促進を 図る ため
のセミ ナー等を 開催

（ 関連する 取組）
・ 在宅医療参入促進事業

＜自己評価＞
　 動画配信のセミ ナー参加人数に対
し て、 意見交換会及び同行研修の参
加人数が極端に少ないため、 実施形
態及び内容について次年度以降検討
が必要である 。

＜今後の取組方針＞
引き 続き 在宅医療への参入促進に取
り 組むと と も に、 地域における かか
り つけ医と 在宅医と の連携や在宅医
療の機能分化等、 仕組みづく り を 促
進し ていく 。
・ 令和4年度目標： セミ ナー2回、 計
160名

＜自己評価＞
　 動画配信のセミ ナー参加人数に対
し て、 個別相談会及び同行研修の参
加人数が極端に少ない。 令和4年度か
ら 実施形態及び内容について改めた
と こ ろである が、 次年度以降更なる
検討が必要である 。

＜今後の取組方針＞
令和5年度から 対象を 中小病院の医師
及び看護師にま で拡大し た。
引き 続き 在宅医療への参入促進に取
り 組むと と も に、 地域における かか
り つけ医と 在宅医と の連携や在宅医
療の機能分化等、 仕組みづく り を 促
進し ていく 。

　 医療機関における 入退院支援に取り 組む人材
を 育成・ 確保する と と も に、 入退院時における
地域と の連携を 一層強化する ための研修を 実施

（ 関連する 取組）
・ 入退院時連携強化事業

＜自己評価＞
　 非常に多く の応募がある 一方で、
グループワ ーク を 含む内容である た
め、 参加枠を 大幅に増やすこ と は困
難である 。 補助事業と も 連動する 研
修である こ と から 、 参加枠を 上回る
応募があっ た場合は、 未受講者を 優
先する 等、 今後調整が必要と なる 。

＜今後の取組方針＞
・ 入院医療機関と 地域の医療・ 介護
関係者の連携の強化に取り 組むと と
も に、 在宅療養患者の入退院時にお
ける 地域と 病院及び病院間における
連携強化、 情報共有について、 更な
る 充実を 図っ ていく 。

＜自己評価＞
　 非常に多く の応募がある 一方で、
グループワ ーク を 含む内容である た
め、 参加枠を 大幅に増やすこ と は困
難である 。 補助事業と も 連動する 研
修である こ と から 、 参加枠を 上回る
応募があっ た場合は、 未受講者を 優
先する 等、 今後調整が必要と なる 。

＜今後の取組方針＞
・ 入院医療機関と 地域の医療・ 介護
関係者の連携の強化に取り 組むと と
も に、 在宅療養患者の入退院時にお
ける 地域と 病院及び病院間における
連携強化、 情報共有について、 更な
る 充実を 図っ ていく 。

目標に向けた取組 指標
( プロ セス 指標)

令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 ( 前年添付)

参考
資料

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
評定のポイ ント

ビ ジョ ン
・ 目標

②安心し て暮ら し 続けら れる
　 【 ②－４ 】 医療が必要になっ ても 自宅で暮ら せる

参考指標
（ アウ ト カ ム

指標）

・ 訪問診療を 受けた患者数
・ 在宅看取り （ タ ーミ ナルケア） を 受けた患者数
・ 入退院支援を 実施し ている 診療所数・ 病院数
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在宅医療等の大幅な需要が見込まれる中で、訪問診療

等を実施していない中小病院と診療所の医師及び看護師

等に対する在宅医療に関する理解の促進を図るためのセミ

ナーを開催し、在宅医療への参入促進を図る。

在宅医療参入促進事業
目 的 カリキュラム

９，７７１千円

予算額

平成３０年度～令和５年度

事業期間
※ 地域において在宅医療に関する取組実施の参考としていただくため、

区市町村職員も参加可能（同行研修を除く）

【目標値の推移】訪問診療を実施している診療所・病院数
(H28年度診療分)2,366所 ⇒ (H29年度診療分)2,316所 ⇒ (H30年度診療分)2,399所 ⇒ (R元年度診療分)2,410所 ⇒(R2年度診療分)2,451所 ⇒ (R3年度診療分)2,481所
※出典：厚生労働省「医療計画作成支援データブック」（在宅患者訪問診療料を算定した診療所数及び病院数）

別紙7-13

（１）対象者
訪問診療等を実施していない中小病院と診療所の医師及び

看護師等

（２）形式
講義、グループワーク等

（３）カリキュラム内容
 在宅医の役割や取組、地域における多職種等の連携
 24時間診療体制の確保等、実践している好事例・先駆的な事

例の発表
 経験年数の長い在宅医と新たに在宅医療に携わることを考え

ている医師（参加者）とのディスカッション など

（４）開催回数
年１回

（５）実施規模
（Ｒ３～５）３年間計 ４８０名程度

実施概要

実施内容 具体的内容

講演

○在宅医療について
地域における在宅医の役割、在宅療養に関わる多職種との連

携や在宅療養を取り巻く社会状況を学ぶ。

○在宅医療の現場を紹介
在宅医療の現場や、バックアップ体制を説明し、在宅医療参入

への不安を払拭する。

リレートーク
○在宅医療における多職種連携

在宅医療に関わる様々な職種から、連携の事例や工夫を紹介
し、連携のイメージを具体的なイメージを掴む。

意見交換会 訪問診療等に参入するにあたっての不安を解消できるよう、
実績のある在宅医との意見交換会を実施。

同行研修
参加者が在宅医の訪問診療に同行し、実際の現場を体験
する。
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入退院時連携支援事業（補助金）

入退院支援に取り組む看護師又は社会福祉士等の配置に必要な

人件費を補助し、医療機関における入退院支援体制の充実を図る

とともに、病院と地域の医療・介護関係者との連携を支援する。

【補助概要】

（１）対象経費

入退院支援に取り組む看護師又は社会福祉士等の配置に必要な人件費

（２）補助基準額

上限1名 １人当たり3,600千円

〔補 助 率〕

補助要件①～③を満たす病院：1/2、 補助要件①～⑤を満たす病院：3/4

（３）補助対象
都内200床未満の病院のうち入退院支援加算１を取得していない病院
（ただし、精神病床のみの病院、独立行政法人、市町村立病院、都立病院
などは除く）

（４）補助要件
①入院調整体制の強化に取り組むこと

例：病院の入院調整を含めた退院支援ルール作成
入院時における地域の多職種(ケアマネ等)との連携

②入退院支援担当者を中心に、在宅療養移行支援や地域における医療と
介護の連携などに取り組むこと

③在宅療養患者の病状変化時における受入体制の確保に努めること
④在宅療養患者の受入れについて、３月で９人以上の実績があること
⑤多職種連携システムを活用して、地域の医療・介護関係者との情報共有

に取り組むこと

入退院時連携強化研修

入退院時における入院医療機関と地域の医療・介護関係者との

連携・情報共有の一層の強化に向け、実践的な研修を実施する。

入退院時連携強化事業

目 的 目 的

【研修概要】

○入退院時連携強化研修
（１）研修対象機関

病院、診療所、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、
地域包括支援センター、区市町村在宅療養支援窓口、老人保健施設 等

（２）開催回数
年３回（平成30年度は年２回、令和元年度は年４回、令和２年度及び令和

４年度は年３回）

（３）実施規模
○６６０名

（４）カリキュラム内容

○講義

・院内の入退院支援のしくみづくりについて

・入退院支援の各段階における支援について

・病院と地域の医療・介護関係者の情報共有・連携について など

○グループワーク

・入退院支援の実践例、病院と地域の連携の課題、困難事例への対応

など

２８，８４１千円

予算額

１７６，４００千円

予算額

平成３０年度から令和７年度まで

事業期間

平成３０年度から令和７年度まで

事業期間

【目標値の推移】退院支援を実施している診療所数・病院数
(H28年度診療分)255所 ⇒ (H29年度診療分)254所 ⇒ (H30年度診療分)267所 ⇒ (R元年度診療分)253所 ⇒ (R2年度診療分)253所 ⇒ (R3年度診療分)254所
※出典：「医療計画作成支援データブック」厚生労働省（退院支援加算を算定した診療所数及び病院数）

別紙7-14
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令和５年度 東京都訪問看護推進総合事業について

同行訪問による指導や支援の実践方法を中心とし、比較
的規模の小さいステーションでも取り組みやすいOJTの手法を
まとめたマニュアルです。

訪問看護推進総合事業
訪問看護ステーションに関する各事業の内容

や最新情報のご案内しております。

https://www.fukushihoken.metro.
tokyo.lg.jp/kourei/hoken/houkan/

訪問看護ＯＪＴマニュアル

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
kourei/hoken/houkan/ojtmanyual.html

東京都福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 介護医療連携推進担当
０３（５３２０）４２１６TEL

問い合わせ先

東京都
ホームページ

訪問看護オンデマンド研修動画
R1年度からR3年度にかけて実施した「訪問看護師オンデマンド研修

事業」のeラーニング研修の動画を公開しています。訪問看護職等のス
キルアップのために活用してください。
※本動画のリンクを、関係者以外に広く共有することはお控えください。
https://youtube.com/playlist?list=PLQMhyNB4qRZnyDTlzPTAr5MPDQTri9STE

事業名 目的 対象事業者 対象経費

１
認定看護師資格取得支援事業

※補助対象の分野
訪問看護、皮膚・排泄ケア、認知症看護、緩和ケア

・訪問看護の実践と相談・指導ができる看護師の育
成を支援
・労働意欲向上、定着促進、看護職員全体の質向
上の推進を図る

訪問看護ステーションが経費を負担し（一部を負担する場合も可）勤務する
職員に認定看護師の資格を取得させる場合

今年度新たに申請対象となるのは、令和５年度に受験し、令和６年度に教
育課程を受講する場合

①入学金・受講料

②教育課程受講期
間中の給与費等
③認定審査料
【①～③補助率１/２】

２
訪問看護ステーション代替職員
（研修及び産休等）確保支援事業

・常勤職員が研修受講や出産・育児・介護休業等を
取得する際の代替職員確保にかかる経費を支援
・訪問看護師の勤務環境の向上、定着推進を図る

常勤換算7人未満の都内訪問看護ステーション
※産休代替については復帰に関する補助条件あり

代替職員の給与費と

交通費 （交通費は
研修代替のみ）

３
訪問看護ステーション事務職員
雇用支援事業

・訪問看護ステーションの労働環境の改善
・看護職員の事務負担を軽減し、専門業務に注力
できる環境を整備する

今年度新たに申請対象となるのは、開設後１年以内の訪問看護ステーショ
ンが初めて事務職員を雇用する場合
※ 事務職員を雇用する前に、あらかじめ東京都へ事業計画を提出すること。
事業計画提出前に既に雇用している事務職員に係る経費は補助対象外

事務職員の給与費、
交通費

４ 新任訪問看護師育成支援事業

・訪問看護未経験の看護職を雇用・育成する訪問
看護ステーションの教育体制の強化を図る
・訪問看護職員の勤務環境の向上及び定着を推進
する

対象となる訪問看護ステーションの主な要件
・ 管理者・指導者育成事業の「育成定着推進コース」を修了 (当年度修了
可)
・ 開設後1年以上が経過している
・ 令和４年度中にターミナルケア加算等の請求実績がある

雇用する看護職員の
給与費、外部研修受
講経費
【補助率１/２】

事業名 目的 主な内容

5
東京都訪問看護
教育ステーション事業
※都内13か所で実施

都の指定する『教育ステーション』が、地域のステーション等
から研修生を受け入れ、同行訪問や勉強会を行うなどし、地
域の小規模なステーションの人材育成や地域連携強化等を
支援

● 訪問看護ステーション体験・研修 （同行訪問等）

● 地域の医療機関等での訪問看護師に必要な知識・技術習得のための研修

● 訪問看護師確保のための取組 （就業相談や人材育成の相談等）

● 訪問看護師の育成・定着や地域連携の強化に関する取組（勉強会や合同カンファレンス等）

6
管理者・指導者育成事業
※「東京都福祉保健財団」に委託をして
実施

訪問看護ステーションの管理者・指導者向けの研修を実施し、
管理者・指導者を育成するとともに管理者同士のネットワー
ク構築を支援

① 基礎実務コース：新たに管理者・指導者になった方等を対象
② 経営安定コース：管理職の経験が浅い方等を対象
③ 育成定着推進コース：人材育成等について学びたい管理者・指導者を対象

● 看護小規模多機能型居宅介護実務研修：看多機管理者、看多機開設を検討している訪問看護ス
テーション管理者を対象

7 訪問看護人材確保事業
※「東京都看護協会」に委託をして実施

訪問看護師を目指す看護職・学生等に対して、訪問看護の
実際や重要性、魅力をＰRし、訪問看護人材確保を図る

訪問看護師を目指す看護職・学生等に対象としたＰR講演会等の開催

8
いきいき・あんしん在宅療養サポート
訪問看護人材育成支援事業

訪問看護師の知識の確認と実践能力の維持・向上を目指す
シミュレーション教育プログラムを作成し、eラーニングと人体型シミュレータを活用して研修を実施
※令和５年度はプログラム作成のための調査を実施。研修は令和６年度から開始予定

●その他の事業（研修・講演会等）

①②は都内すべての訪問看
護ステーション管理者・指導
者の受講を推奨しています。

●訪問看護ステーションに対する補助金制度

※ 上記は概要であり、補助金の利用にあたっては、各事業ごとに一定の要件があります。 詳細は東京都ホームページをご確認ください。

令和５年４月
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９ 　 認知症施策の推進

実績 実績 実績 評定

事項１

7, 200人
（ 令和５ 年
度ま で）

※
令和7年度

ま でに
8, 000人

6, 435人 6, 918人
別紙
7-16

事項２
45区市町村
（ 令和5年度

ま で）

35区市
町村

41区市
町村

別紙
7-17

事項３

40区市町村
（ 令和５ 年
度ま で）

※
令和7年度

ま でに
62区市町村

10区市 17区市町
別紙
7-18

　 チームオレ ンジ・ コ ーディ ネータ ―の養成等
によ り 、 チームオレ ンジの整備に取り 組む区市
町村を 支援

（ 関連する 取組）
・ 認知症サポータ ー活動促進事業

＜自己評価＞
・ 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の流行
によ り 、 集合形式で行う 必要のある
チームオレ ンジ・ コ ーディ ネータ ー
研修を 実施する こ と ができ なかっ
た。

＜今後の取組方針＞
・ 令和4年度は、 引き 続き キャ ラ バン
メ イ ト の養成を 行う と と も に、 コ ー
ディ ネータ ー研修を 年2回実施でき る
よ う 、 新型コ ロ ナウ イ ルス の感染状
況を 踏ま えて調整を 行い、 区市町村
がチームオレ ンジの整備に取り 組め
る よ う 支援を 実施し ていく 。

＜自己評価＞
・ チームオレ ンジ・ コ ーディ ネー
タ ー研修について、 集合形式で2度実
施し 、 先進自治体の事例共有等も
行っ た。

＜今後の取組方針＞
・ 令和5年度は、 引き 続き キャ ラ バン
メ イ ト の養成を 行う と と も に、 コ ー
ディ ネータ ー研修を 年2回実施し 、 区
市町村がチームオレ ンジの整備に取
り 組める よ う 支援を 実施し ていく 。

目標設定する
に至っ た

現状と 課題

○　 認知症の人が、 住み慣れた地域で自分ら し く 暮ら し 続けら れる ためには、 区市町村を はじ めと し た関係機関と 連携
　 し 、 認知症施策を 総合的に推進する こ と が必要
○　 高齢者に身近な診療所や急性期病院等において、 認知症の人が適切な治療やケアを 受けら れる よ う 、 認知症に精通
　 し た医師や看護師等の医療従事者を 育成する こ と も 急務
○　 軽度認知障害から 認知症の初期、 中・ 重度ま での段階に応じ て、 適切な支援が受けら れる 体制を 構築する こ と が必要
○　 認知症の人を 支え、 家族介護者の負担を 軽減し 、 認知症の人と 家族が安心し て暮ら せる よ う にする ためには、 身近な
　 地域で、 必要な医療・ 介護・ 生活支援等を 受けら れる こ と が重要

　 適切な認知症診療の知識等の習得に向けたか
かり つけ医認知症研修の実施

（ 関連する 取組）
・ 認知症疾患医療センタ ー運営事業

＜自己評価＞
・ 都内12か所の地域拠点型認知症疾
患医療セン タ ーにおいて、 各2回以上
実施し た。
・ オンラ イ ンの活用等によ り 、 コ ロ
ナ禍においても 受講でき る 機会を 確
保し た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 、 認知症疾患医療セン
タ ーがかかり つけ医等の医療従事者
等に向けた研修を 行う こ と によ り 、
地域における 認知症医療の充実と 地
域における 認知症対応力の向上を
図っ ていく 。

＜自己評価＞
・ 都内12か所の地域拠点型認知症疾
患医療セン タ ーにおいて、 各2回以上
実施し た。
・ オンラ イ ンの活用等によ り 、 受講
でき る 機会を 確保し た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 、 認知症疾患医療セン
タ ーがかかり つけ医等の医療従事者
等に向けた研修を 行う こ と によ り 、
地域における 認知症医療の充実と 地
域における 認知症対応力の向上を
図っ ていく 。

　 研修や普及啓発等によ り 、 日本版BPSDケアプ
ロ グラ ムの都内全域への普及を 推進

（ 関連する 取組）
・ 認知症と と も に暮ら す地域あんし ん事業

＜自己評価＞
・ 令和３ 年度から 、 区市町村での取
組の有無にかかわら ず、 プロ グラ ム
利用を 希望する 事業所が利用でき る
仕組みと し た。
・ ま た、 アド ミ ニス ト レ ータ ー研修
について、 eラ ーニングを 本格導入
し 、 受講し やすい環境を 整えた。
・ 以上の取組等によ り 、 利用が広
がっ た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 、 研修等を 着実に実施す
る と と も に区市町村への働き かけを
行い、 都内における プロ グラ ムの普
及を 図っ ていく 。

＜自己評価＞
・ 令和４ 年度についても 、 区市町村
での取組の有無にかかわら ず、 プロ
グラ ム利用を 希望する 事業所の利用
を 可能と し た。
・ ま た、 アド ミ ニス ト レ ータ ー研修
について、 事業者に対する 周知を 強
化する こ と で、 受講が広がっ た。

＜今後の取組方針＞
・ 引き 続き 、 研修等を 着実に実施す
る と と も に区市町村への働き かけを
行い、 都内における プロ グラ ムの普
及を 図っ ていく 。

目標に向けた取組 指標
( プロ セス 指標)

令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 ( 前年添付)

参考
資料

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
今後の課題・ 対応策

自己評価と
評定のポイ ント

ビ ジョ ン
・ 目標

②安心し て暮ら し 続けら れる
　 【 ②－５ 】 認知症になっ ても 地域で安心し て暮ら せる

参考指標
（ アウ ト カ ム

指標）

・ 早期診断や専門的な医療・ ケアを 提供する 仕組み、 地域で支える
　 仕組みができ ている 。
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別紙 7-16 東京都かかりつけ医認知症研修 

 

（１）目的 

高齢者が日頃より受診する診療所等の主治医（かかりつけ医）に対し、適切な認知症診療の知識・

技術や認知症の人本人とその家族を支える知識と方法を習得するための研修を実施することにより、

各地域において認知症の発症初期から状況に応じた認知症の人への支援体制の構築を図る。 

 

（２）実施主体 

  東京都（地域拠点型認知症疾患医療センターに委託） 

 

（３）研修対象者 

都内で勤務（開業を含む）する医師及び歯科医師 

 

（４）研修内容 

標準的なカリキュラムに基づき、かかりつけ医として必要で適切な認知症診療の知識・技術等の習

得に資する内容とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）実施方法 

地域拠点型認知症疾患医療センターにて、年２回以上開催 
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・ケアプログラムに参加する介護サービス事業所へ
の普及（説明会の開催・普及啓発ツールの作成等）

1 介護サービス事業所への普及

・ケアプログラムの適切な利用に向けた支援
（フォローアップ研修・地域交流会の開催等）

・ケアプログラム導入支援
（情報通信機器の購入、導入経費の助成等）

・ケアプログラムの継続的な利用支援
（研修やプログラム利用にかかる人件費補助等）

3 利用事業所の体制整備支援

2 利用事業所へのフォローアップ

区市町村への補助事業
（令和３年度から包括補助事業（選択）で実施）

【補助基準額】
１区市町村当たり 7,650（千円）
【 補 助 率 】
１／２

◆管内の介護サービス事業所等にケアプログラムを
普及、利用促進するための取組に対して補助を実施

令和５年度 認知症ケアプログラム推進事業について
認知症の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）を軽減する「日本版ＢＰＳＤケアプログラム」を活用し、認知症ケアの向上を図る。認知症の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）を軽減する「日本版ＢＰＳＤケアプログラム」を活用し、認知症ケアの向上を図る。

アドミニストレーター研修（eラーニング）

オンランシステム利用開始

フォローアップ研修（原則オンライン）

「アドミニストレーター」として認定

地域
交流会

【区市町村】

インストラクター
養成研修

【都】

■BPSＤの評価、背景要因の分析、ケア計画の作成、ケアの提供を、ケアプログ
ラムに則って実践することで、認知症ケアの質を向上

プログラムの利用により、BPSDを可視
化し、チームで共有

＋ アドミニストレーター（※１）、
インストラクター（※２）の養成

オンラインシステム 人材養成

１ 観察・評価

２ 背景要因
の分析

３ ケア計画

４ 実行 PDCAサイクル
BPSDの背景にある
ニーズを分析する。

BPSDの頻度・重症度を
チームで評価する。

BPSDに対応した
ケア計画を策定する。

ケア計画に沿って
チームで一貫した
ケアを提供する。

事業所におけるケアプログラム利用の流れ

⇒区市町村で実施

※1 事業所での実践者、※２ ケアプログラムの推進役

⇒原則、区市町村で実施

※受講者が著しく少ない場合等
は、都の合同研修に参加可能

日本版BPSDケアプログラムの概要

別紙7-17
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認知症サポーター活動促進事業の概要

■ 認知症施策推進大綱（令和元年６月18日決定）のＫＰＩ／目標値として、2025年までに、「全区市町村で、本人・家族のニーズと認知症サポーター
を中心とした支援をつなぐ仕組み（チームオレンジ＊１など）を整備」することが明記。

＊１： ステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み

■ 区市町村における認知症サポーターの活動促進に向けた取組については、令和２年度から、介護保険の地域支援事業に位置づけられた。

東 京 都

経 緯

【事業内容】

地域において認知症サポーターを活用した支援の仕組みづくりを
担う人材を育成し、認知症サポーターの活動を促進する

１ チームオレンジ・コーディネーター研修の実施
チームオレンジの立ち上げや運営支援等を行うコーディネーター

やチームリーダー等に対し、チームの運営等に関する研修を実施
＜講師＞ オレンジ・チューター＊２ 等

*2：厚生労働省が実施する養成研修(令和2年度～）の修了者

＜規模＞ 年２回・160人程度

２ キャラバン・メイト養成研修の実施
区市町村や企業等が行う認知症サポーター養成講座の講師となる

「キャラバン・メイト」を養成する研修を実施
＜規模＞ 年５回・４００人程度

３ 認知症サポーターの活動促進に向けた支援
区市町村へのチームオレンジの普及啓発、先進的な取組の紹介等

【事業実施期間】 令和２年度～令和５年度（４年間）

【令和５年度予算額】 ４，６７１千円

側
面
的
支
援

○ 地域において、認知症の人や家族の支援ニーズと認知症サ
ポーター等をつなぐチームオレンジの活動等を推進

事業の概要（案）

区 市 町 村

※区市町村は、地域支援事業交付金（国38.5%、都・区市町村19.25％、
1号保険料23%）を活用して事業を実施

別紙7-18
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